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都道府県単位保険料率設定のイメージ
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平均保険料率を１０％と設定した上で、
政府予算案（診療報酬改定等）を踏まえ算出

令和５年度の協会けんぽの収支見込み（医療分）
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改定時期

令和５年３月分（４月納付分）より
※任意継続被保険者は、４月分（４月納付分）より

保険料率

健康保険料率

介護保険料率

都道府県単位

全国一律

９．９５％ １０．０９％

１．６４％ １．８２％

０．１４ポイント増

10.09％のうち、6.52％分は加入
者の医療費等に充てられる基本保
険料率となり、3.57％分は後期高
齢者医療制度への支援金等に充て
られる特定保険料率となります。

０．１８ポイント増

４０歳から６４歳の被保険者の方が負担する介護保険料率を加えた
合計の保険料率は、１１.５９％から１１.９１％に０．３2％引き上げとなります。

令和５年度の京都支部保険料率

3



支部毎の療養の
給付等に要する額

５.３５９％
【令和４年度】
５．１７７％

年齢調整

０.０６２％
【令和４年度】
０．０６６％

＋

支部毎の医療費に係る部分 共通料率（全国一律の部分）

健康保険法
第160条第3項1号

健康保険法
第160条第4項

所得調整

０.００９％
【令和４年度】
０.０２４％

健康保険法
第160条第3項2号

健康保険法
第160条第3項3号

調整後の療養の給付等に係る保険料率

京都支部 ５.４３０％
【令和４年度】
５.２６７％

精算の部分

＋前期高齢者納付金
後期高齢者支援金

退職者給付拠出金

現金給付費

業務経費

一般管理費

準備金積立て

４.６４０％
【令和４年度】
４.７１５％

令和３年度の支部毎
の収支決算における
収支差

京都支部
▲５億１，１４０万円

【令和４年度】
＋８億４，９００万円

０.０２３％
【令和４年度】
▲０.０３９％

都道府県単位保険料率（令和５年度京都支部保険料率）

療養の給付等に 共通料率 精算の部分 インセンティブ

係る保険料率 ＋ （全国一律の部分）＋ ０.００９％ ＋ 制度の部分 ＝
５.４３０％ ４．６４０％ ０．０２３％ ▲０．００７％ 【小数点第３位四捨五入】

【令和４年度】９.９５％

等 等

※端数処理の関係で合計が一致しない場合がある

全国平均保険料率（療養の給付等に係る保険料率） ５.３６％
＝平均保険料率（ １０.００％ ）－共通料率（４.６４０％）

Ｆ Ｇ

Ａ

Ｅ

１０．０９％

Ｆ Ｇ

Ｂ Ｃ

Ｄ

Ｅ

＋

インセンティブ
制度の部分

＋

全支部より財源を拠出
京都支部加算
２億１，７７８万円

０．０１％

【令和４年度】
０.００７％

令和３年度実績
による報奨金
京都支部減算
３億６，２３７万円
▲０．０１７％

【令和４年度】
０％

▲０.００７％
【令和４年度】
０.００７％

Ｈ

Ｈ

令和５年度の京都支部健康保険料率
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健康保険料率の推移

全国 京都

（％）

（年度）

H20.10
発足

※保険料率の変更月は変更後の保険料率に基づく徴収開始月を記載している（記載のない年度は４月変更）

H21.10
変更

H27.5
変更

協会けんぽ発足後の健康保険料率の推移

都道府県単位
保険料率
凍結期間
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令和５年度の協会けんぽの収支見込み（介護分）
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令和５年度の介護保険料率について
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①評価指標・②評価指標ごとの重み付け
■ 特定健診・特定保健指導の実施率、要治療者の医療機関受診割合、後発医薬品の使用割合などの評価指標に
基づき、支部ごとの実績を評価する。

■ 評価方法は偏差値方式とし、平均偏差値である50を素点50とした上で、指標ごとの素点を合計したものを支部の
総得点とし全支部をランキング付けする。

③ 支部ごとのインセンティブの効かせ方について
■ 保険料率の算定方法を見直し、インセンティブ分保険料率として、新たに全支部の後期高齢者支援金に係る保険
料率（平成30年度は全支部一律で2.172％）の中に、0.01％（※）を盛り込む。
（※）協会けんぽ各支部の実績は一定の範囲内に収斂している中で、新たな財源捻出の必要性から負担を求めるものであるため、

保険料率への影響を生じさせる範囲内で、加入者・ 事業主への納得感に十分配慮する観点から設定。

■ 制度導入に伴う激変緩和措置として、この新たな負担分については、３年間で段階的に導入する。
平成30年度（令和2年度保険料率）：0.004％ ⇒ 令和元年度（令和3年度保険料率）：0.007％
⇒ 令和2年度（令和4年度保険料率）以降：0.01％

＜ただし、新型コロナウイスル感染拡大の影響があるため、令和２年度は0.007％に据え置き＞

■ その上で、評価指標に基づき全支部をランキング付けし、ランキングで上位過半数に該当した支部については、支部
ごとの得点数に応じた報奨金によって段階的な保険料率の引下げを行う。

【制度のイメージ】

医療保険制度改革骨子や日本再興戦略改定2015等を踏まえ、新たに協会けんぽ全支部の後期高齢者支援金に係

る保険料率の中に、インセンティブ制度の財源となる保険料率（0.01％）を設定するとともに、支部ごとの加入者及び
事業主の行動等を評価し、その結果が上位過半数となる支部については、報奨金によるインセンティブを付与。

制度趣旨

支部ごとのランキング ＜上位＞＜下位＞

インセンティブ分保険料率
（0.01％）

インセンティブ
（報奨金）

インセンティブ

財源負担

0

インセンティブ制度の概要
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インセンティブ制度で評価される５項目と京都支部の現状

評価指標 協会けんぽ加入者の皆さまにお願いしたいこと 京都支部の現状

①特定健診等の実施率 ●協会けんぽの健診を毎年受診してください。 ２３位

②特定保健指導の実施率 ●特定保健指導の案内が届いたらご協力をお願いします。 １４位

③特定保健指導対象者の減少率
●健康的な生活習慣を身につける取組みを社内で推進して
いきましょう。 ３位

④要治療者の医療機関受診率
●健診結果で「要治療」「要精密検査」となった方は、必ず

医療機関を受診してください。 ２６位

⑤ジェネリック医薬品の使用割合
●薬局や医療機関でお薬が処方される際には、ジェネリック

医薬品を検討してください。 ４６位

令和３年度の実績

京都支部 総合順位： ２０位

各指標は実績だけでなく、対前年度からの伸び幅・伸び率も評価対象です。

現在の実績が低くても、事業主・加入者の皆さまの今後の行動が、よりダイレクトに評価へ影響する仕組みとなっています。

健診・保健指導といった健康づくりの取組みジェネリック医薬品の使用促進などを積極的に進めることで、医療費の伸びを

抑制できれば、協会けんぽ京都支部の保険料率軽減に繋がります。

重要課題

インセンティブ制度の評価指標と京都支部実績

上位２３支部に入ったことで、令和5年度の健康保険料率は
0.0１％引き下げられました。

＜参考＞インセンティブ制度上位支部の健康保険料率への影響
１位：岐阜支部…0.10%引き下げ、2位：奈良支部…0.09%引き下げ
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１．事業内容

（１）LDLコレステロール値に着目した受診勧奨（４年度から実施中）
現役世代の循環器疾患の重症化予防対策として、LDLコレステロール値に着目した受診勧奨を実施。

（２）重症化予防対策の充実（６年度から実施）
被扶養者及び協会が事業者健診結果データを取得した者を対象として、高血圧等に係る未治療者に対する
受診勧奨を実施。

（３）支部における地域・職域の特性を踏まえた保健事業の実施（６年度から実施）
喫煙、メンタルヘルス等に着目した新たなポピュレーションアプローチ等、支部における地域・職域の特性を
踏まえた保健事業を実施。

（４）健診・保健指導の充実・強化

①生活習慣病予防健診（一般健診）の自己負担の軽減（５年度から実施）
健診実施率の向上のため、現在38％の一般健診の自己負担について、総合健保組合の水準を参考に
28％に軽減。

※１ 現在自己負担30％の生活習慣病予防健診の乳がん検診・子宮頸がん検診のほか、肝炎ウイルス検査についても、自己負担を28％に軽減。

②付加健診の対象年齢拡大及び自己負担の軽減（対象年齢拡大は６年度から、自己負担軽減は５年度から実施）
疾病の早期発見等の目的、健保組合の実施状況、定年延長の状況等を踏まえ、現在50％の付加健診の自己
負担について、28％に軽減するとともに、対象年齢を現行の「40歳、50歳」から「40歳、45歳、50歳、
55歳、60歳、65歳、70歳」とする。

※２ なお、健診内容については、国の特定健康診査等基本指針の見直しの動向（令和４年度中に取りまとめ）を踏まえることとしている。

更なる保健事業の充実について
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更なる保健事業の充実について
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